
　広報ひだか2023.10月号 6

　総務省統計局（和歌山県・日高町）では、10月１日現在で「令和５年住宅・土地統計調査」
を実施します。
　この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯の方々を対象
とした大規模な調査です。日高町では、池田、萩原、高家、小中、小池、方杭、阿尾地区
から調査対象世帯を抽出します。調査員が伺いましたら、調査へのご回答をお願いいたし
ます。

　行政相談とは、国の行政などへの苦情や意見、要望を受け
付け、担当行政機関とは異なる立場から、その解決や実現を
促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組み
です。
　行政相談制度について、広く国民の理解と認識を深め、そ
の利用を促進するため、毎年10月には「行政相談週間」を設け、
全国一斉に各種相談活動を実施しています。
　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご利
用ください。

令和５年住宅・土地統計調査のお知らせ

10月16日～ 22日は行政相談週間です

【お問い合わせ先】　企画まちづくり課（TEL：６３・３８０６）

【お問い合わせ先】
　企画まちづくり課（TEL：６３・３８０６）

人権相談・行政相談・心配ごと相談
合同相談所 開設のお知らせ
日　時　10月17日（火）　　午後１時～４時
場　所　日高町保健福祉総合センター２階会議室　

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご
利用ください。
　相談員は、社会福祉協議会会長・副会長、民生児童委員、
人権擁護委員、行政相談委員、弁護士の方々です。

【お問い合わせ先】　日高町社会福祉協議会（TEL：６３・２７５１）

相談担当者　嶋田　敏
行政相談委員（総務大臣委嘱）
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　イノシシ、シカといった野生鳥獣の被害に加えて、近年ニホンザルの出没も増えてきてお
り、目撃や被害が多くなっています。集落全体の問題ととらえ、鳥獣害対策をお願いします。

集落を野生鳥獣のエサ場や隠れ場所にしないように
　収穫しないような農作物などもエサとなります。野生鳥獣が労せず栄養価の高いエサが
食べられると認識してしまうと農作物被害拡大や個体数の増加の要因となります。
　以下の対策を行うことで被害の減少につながりますのでご協力をお願いいたします。
　◦収穫後の放置果樹や稲刈り後のひこばえ（二番穂）の除去
　◦野菜くずや残飯などの生活ごみを放置しない
　◦耕作放棄地や藪などの隠れる場所をなくす

動物駆逐用煙火（追い払い花火）の使用について
　動物駆逐用煙火（追い払い花火）は鳥獣害対策の手段のひとつですが、威力の強い火薬が
用いられているため取扱いや保管について以下の内容に十分ご注意ください。
　◦製品に破損がないか確認　　　　　　　　　　　◦専用ホルダーの使用
　◦周囲の安全確認　　　　　　　　　　　　　　　◦使用中は筒口を覗かない
　◦自動車など高温になりやすい所には存置しない　◦住宅付近での使用

　また、夜間での使用は騒音トラブルの原因や周囲の安全確認がわかりづらくなりますの
でお控えください。

鳥獣害対策を行いましょう

【お問い合わせ先】　産業建設課（TEL：６３・３８０４）

【お問い合わせ先】　住民生活課（TEL：６３・３８００）

【お問い合わせ先】　上下水道課（TEL：６３・３８０５）

　回収箱を設置しますので、回収袋から取り出して、廃乾電池のみを回収箱に入れてくだ
さい。
　以前のように回収袋に入れたままでは、出さないでください。
　回収袋は保管用としてご使用ください。
　また、発火防止のため電極にはテープを貼りつけてください。
回収場所　各地区の大型ごみ収集場所
回 収 日　10月29日（日）

　浄化槽とは、下水道（集落排水処理施設）と同じく、家庭で使用した水を
きれいにする設備です。
　浄化槽が水をきれいにするためには、微生物が働きやすい環境を整え、その環境を保つ
ことが大切になります。この役割を担うのが、「保守点検」「清掃」「法定検査」の３つの維
持管理ですので、水環境を守るためにも維持管理を適切に行いましょう。

廃乾電池を回収します

10月１日は浄化槽の日
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